
【９月４日現在】

◆（指標１）市町村指標の都道府県単位評価について【予算規模：２００億円】

加点 千葉県 加点 千葉県

① 7 6

② (4) (4)

③ (2) (2) 2

④ （-4）

⑤ 5 4

加点 千葉県 加点 千葉県

① 7 6

② (4) (4)

③ (2) (2)

④ （-4）

⑤ 5 4

加点 千葉県 加点 千葉県

① 16 15 15

② (10) (10)

③ 5

④ 5

※網掛けはいずれか１つしか加点されない項目

（参考）元年度

令和2年度保険者努力支援制度（都道府県分）について

　①の基準は満たさないが、特定健診受診率の都道府県平均値が上位３割相当の
数値を達成している場合

　　（２）特定保健指導の実施率（2017年度の実績を評価）

　管内市町村のうち、市町村指標①から⑤までを満たす市町村数の割合が、９割を
超えているか場合

　　（１）特定健康診査の実施率（2017年度の実績を評価）

　①の基準は満たさないが、管内市町村のうち市町村指標①から⑤までを満たす市
町村数の割合が、７割を超えているか場合

達成基準

　特定健診受診率の都道府県平均値が第二期特定健康診査等実施計画期間にお
ける目標値（60％）を達成している場合

　特定健診受診率の都道府県平均値が2016年度実績と比較して0.9ポイント以上向
上している場合

達成基準

　特定保健指導実施率の都道府県平均値が第二期特定健康診査等実施計画期間
における目標値（60％）を達成している場合

　①の基準は満たさないが、特定保健指導実施率の都道府県平均値が上位３割相
当の数値を達成している場合

　　（３）糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況（2019年度の実績を評価）

達成基準

特定保健指導受診率の都道府県平均値が１５％未満の値となっている場合

管内市町村のうち、市町村指標⑥を満たす市町村の割合が７割を超えている場合

　特定保健指導実施率の都道府県平均値が2016年度実績と比較して1.5ポイント以
上向上している場合

特定健診受診率の都道府県平均値が３０％未満の値となっている場合

管内市町村のうち、市町村指標⑦を満たす市町村の割合が７割を超えている場合

2年度

　①及び②の基準は満たさないが、特定健診受診率の都道府県平均値が上位５割
相当の数値を達成している場合

国
が
直
接
評
価

　①及び②の基準は満たさないが、特定保健指導実施率の都道府県平均値が上位
５割相当の数値を達成している場合

国
が
直
接
評
価

国
が
直
接
評
価

資料５－２
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加点 千葉県 加点 千葉県

① 13 10 10

② (5) (5)

③ 5

加点 千葉県 加点 千葉県

① 11 10

② (5) (5)

③ 11 10

④ (5) (5) 5

加点 千葉県 加点 千葉県

① 10 10

② (5) (5)

③ 10 10 10

④ (5) (5)

110 － 100 57

（参考）元年度

　保険料収納率の都道府県平均値が上位2割相当の数値を達成している場合

　保険料収納率の都道府県平均値が2017年度の実績と比較して0.6ポイント以上向
上している場合

　　（４）個人へのインセンティブの提供の実施（2019年度の実績を評価）

達成基準

　　（５）後発医薬品の使用割合（2018年度の実績を評価）

達成基準

　①の基準は満たさないが、管内市町村のうち市町村指標①及び②を満たす市町村
数の割合が、５割を超えている場合

　後発医薬品の使用割合の都道府県平均値が上位２割相当の数値を達成している
場合

　①の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の都道府県平均値が上位４割
相当の数値を達成している場合

指標１　合計

　　（６）保険料（税）収納率（2018年度の実績を評価）

達成基準

　③の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の都道府県平均値が2017年度
実績と比較して向上している場合

　後発医薬品の使用割合の都道府県平均値が2017年度実績と比較して５ポイント以
上向上している場合

　管内市町村のうち、市町村指標①及び②を満たす市町村数の割合が、７割を超え
ている場合

管内市町村のうち、市町村指標①、②及び⑤を満たす市町村の割合が５割を超えて
いる場合

　③の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県平均値が2017年度実績と比
較して向上している場合

　①の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県平均値が上位４割相当の数
値を達成している場合

国
が
直
接
評
価

国
が
直
接
評
価

2年度

国
が
直
接
評
価
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◆（指標２）医療費適正化のアウトカム評価について【予算規模：１５０億円】

加点 千葉県 加点 千葉県

① 20 20 20

② (15) (15)

③ (10) (10)

加点 千葉県 加点 千葉県

① 40 30

② （35） (25)

③ （25） － －

④ （20） (20)

⑤ (15) － －

加点 千葉県 加点 千葉県

① 10 － －

② （7） － －

③ （3） － －

　（４）重症化予防のマクロ的評価（前年度との比較）（2018年度の実績値を評価）

加点 千葉県 加点 千葉県

④ 10 － －

⑤ （7） － －

⑥ （3） － －

80 － 50 20

（参考）元年度

　①及び②の基準は満たさないが、年齢調整後一人当たり医療費が、全国平均より
も低い水準である場合

　（３）重症化予防のマクロ的評価（当年度の比較）（2018年度の実績値を評価）

　年齢調整後一人当たり医療費が、全都道府県の上位６位から１０位である場合

　（２）年齢調整後一人当たり医療費の改善状況（2017年度の実績値を評価）

達成基準

　年齢調整後一人当たり医療費の前年度からの改善状況が全都道府県の上位１位
から５位の場合

　年齢調整後一人当たり医療費が、全都道府県の上位１位から５位である場合

　（１）年齢調整後一人当たり医療費（2017年度の実績値を評価）

達成基準

　都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人）の前年度からの
減少幅が大きい順に、全都道府県の上位６位から１０位である場合

国
が
直
接
評
価

　①から②の基準は満たさないが、都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対
被保険者１万人）が少ない順に、全都道府県の上位５割である場合

達成基準

　都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人）の前年度からの
減少幅が大きい順に、全都道府県の上位１位から５位である場合

国
が
直
接
評
価

国
が
直
接
評
価

2年度

　都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人）が少ない順に、
全都道府県の上位６位から１０位である場合

　都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人）が少ない順に、
全都道府県の上位１位から５位である場合

達成基準

　④から⑥の基準は満たさないが、都道府県の年齢調整後新規透析導入患者数（対
被保険者１万人）の前年度からの減少幅が大きい順に、全都道府県の上位５割であ
る場合

国
が
直
接
評
価

　年齢調整後一人当たり医療費の前年度からの改善状況が全都道府県の上位６位
から１０位の場合

　①及び②の基準は満たさないが、２０１５年度以降３年連続で年齢調整後一人当た
り医療費が改善している場合

　①から③までの基準は満たさないが、年齢調整後一人当たり医療費が前年度より
改善している場合

　①から④までの基準は満たさないが、年齢調整後一人当たり医療費が過去３年平
均値より改善している場合

指標２　合計
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◆（指標３）都道府県の取組状況の評価について【予算規模：１５０億円】

○重症化予防の取組（2019年度の取組状況）

加点 千葉県 加点 千葉県

4 4

4 4

② 5 5

③ 5 5

④ 5 5 2 2

2 2

4 4

2 2

⑥ 5 5 － －

30 30 20 20

○市町村への指導・助言等（2019年度の実施状況を評価）

加点 千葉県 加点 千葉県

① 1 1 1 1

② 1 1 1 1

③ 1 1 1 1

① 2 2 2 2

② 1 1 1 1

③ 1 1 1 1

① 1 1 1 1

② 1 1 1 1

10 10 10 9

 研修の機会等を活用して、第三者求償の目的や債権管理等に関する助言を行っている
または行う予定としている場合

 都道府県が設置する県立病院や保健所等の機関が第三者行為に関する情報を市町村
に提供しているまたは提供予定としている場合

1

　給付点検調査に係る事務処理方針を策定している場合

　都道府県は、市町村から給付点検調査に要する情報の提供を求めるために、包括的
な合意を得ている場合

（参考）元年度

市町村における重症化予防の取組を促進するため、次の支援策を講じている場合

　二次医療圏単位等での対策会議（管内市町村における取組状況の把握と課題の
分析、関係機関の具体的な連携方法の検討、広域的な課題の抽出と対応策の検討
など）を実施している場合

　管内市町村の状況についての分析（直近の健診データ・レセプトデータの分析、市
町村の取組状況の把握など）を実施し、全ての市町村に情報提供している場合

　不正利得の回収事案について、庁内関係部局間での担当者会議を定期的に開催する
等して、日頃から連携体制を構築している場合

　国保部局において、債権回収に係る事務処理方針を策定している場合

達成基準

　１．給付点検

　市町村と協議のうえ、委託規約を策定している場合

　３．第三者求償に関する取組状況

第三者求償に係る市町村の設定目標を把握し、その取組状況を確認しているまたは確
認予定としている場合

5

2年度

1 1

5

①
　都道府県医師会、糖尿病対策推進会議等の関係団体と連携体制を構築し、対策
（都道府県全体における健康課題の分析や整理、全権的な課題や対応策等につい
て議論、都道府県内市町村の取組状況の把握など）を実施している場合

　保健所を活用した支援（市町村と郡市医師会・医療機関をはじめとする地域の医療
関係者や連携の支援）を実施している場合

③

達成基準

　（１）医療費適正化等の主体的な取組状況

5

　給付点検調査のための担当者を配置し、庁内関係部局間での担当者会議を定期的に
開催する等により、日頃から連携体制を構築している場合

個人へのインセンティブの提供について、都道府県が自ら取組を実施している場合
や、市町村が取組を実施できるよう具体的な支援（データの収集・分析、指針の策
定、関係団体との調整、ＩＣＴ活用のための環境整備等）を行っている場合

⑤
　市町村の事業評価に資するよう、広域的な評価（医療圏や保健所管轄地域の単
位）を行っている場合

5

22

　２．不正利得の回収

4



○保険者協議会への積極的関与（2019年度の実施状況を評価）

加点 千葉県 加点 千葉県

3 3

3 3

2 2

－ －

2 2

⑥ 5 5 － －

10 10 10 10

○都道府県によるKDB等を活用した医療費分析（2019年度の実施状況を評価）

加点 千葉県 加点 千葉県

10 10 10 10

10 10 10 10

　（２）決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の解消等（2018年度の実施状況を評価）

加点 千葉県 加点 千葉県

① 30 30 30

② (10) 10 (10)

③ -10

④ （-5）

⑤ 5

⑥ -5

35 10 30 30

達成基準

　被用者保険の保険者と覚書等を締結して、データ連携・解析を行っている場合

（参考）元年度

※国が直接評価

③医療費の調査分析等のための人材育成を行っている場合

達成基準
　都道府県が、健診データやレセプトデータ等の活用により、管内市町村国保に関する
医療費等の分析を行い、その結果を見える化（県・同規模・全国との比較、経年比較等）
した上で市町村へ提供するとともに、優先すべき健康課題等に関し助言を行っている場
合

　③の基準は満たさないが、都道府県内の計画策定対象市町村のうち１割以上の市
町村について、市町村指標⑤、⑥又は⑦に該当している場合

　都道府県内の計画策定対象市町村のうち３割以上の市町村について、市町村指
標⑤、⑥又は⑦に該当している場合

保険者協議会への積極的関与について、以下の基準をすべて満たす取組を実施している場
合

④③の人材育成にあたり、ＫＤＢの活用に向けた取組（操作研修等）を行っている場
合

　都道府県内の全ての市町村について、市町村指標①又は②に該当している場合

　都道府県内の計画策定対象市町村の赤字削減・解消計画について、取りまとめ及
び公表を全く行っていない場合

達成基準

②保険者協議会を、医療関係者（２以上の団体）の参画を得て開催している場合

　都道府県内の計画策定対象市町村の赤字削減・解消計画について、全て取りまと
め及び公表を行っている場合

⑤厚生労働省から提供される医療費適正化計画に関する医療費データ（NDB）を、
保険者協議会へ提示・提供している場合

　①の基準は満たさないが、都道府県内の市町村のうち７割以上の市町村につい
て、市町村指標①又は②に該当している場合

①保険者協議会の事務局を、都道府県が自ら担う、又は国保連と共同で担っている場合

2年度

5 5

5



　（３）医療提供体制適正化の推進（2019年度の実施状況を評価）

加点 千葉県 加点 千葉県

2

－ －

 ① 13 13

 ② (8)

 ④ 5 5

 ⑤ 5 5

③ 13 － －

④ 8 8 － －

25 8 25 23

120 78 105 102

※国が直接評価

65.0% 97.1%得点率

地域医療構想調整会議において、全ての民間医療機関の対応方針の議論を開始してい
る場合

地域医療構想調整会議において、非稼働病棟を有する医療機関の合意された全ての対
応方針の内容に非稼働病床の解消が含まれる場合

指標３　合計

 地域医療構想調整会議において、新公立病院改革プラン又は公的医療機関等２０２５プ
 ランの議論を行っているか。

 地域医療構想調整会議において、非稼働病棟を有する医療機関に関する議論を行って
 いるか。

①２０１８年度病床機能報告率が２０１９年６月末報告時点で１００％を達成している場合

②地域医療構想調整会議において、公立・公的病院等の具体的対応方針の合意率が１
００％を達成している場合

4

医療提供体制適正化の推進について、①及び②の基準を満たしている場合

達成基準

 地域医療構想調整会議における具体的対応方針について、複数の構想区域で合意が
 得られているか。

 ①の基準は満たさないが、地域医療構想調整会議における具体的対応方針について、
 １つの構想区域で合意が得られているか。

6


